
1Change,Challenge,Chance

一般 12 潰瘍性大腸炎に対するペンタサ錠とペンタサ注腸の併用投与の取扱い（後発品含む）

12 潰瘍性大腸炎に対するペンタサ錠とペンタサ注腸の併用投与について

潰瘍性大腸炎に対するペンタサ錠とペンタサ注腸の併用投与は、原則として認める。

潰瘍性大腸炎の治療については、左側あるいは全大腸炎型でも遠位大腸の活動性がある場合には、内服療法に加え局所投与の併用
が望ましい。
ペンタサ錠は小腸から大腸の広い範囲で吸収される特徴があるが、大腸の末端までは、高い濃度のメサラジンが行き届かない。
潰瘍性大腸炎では、病変が直腸からびまん性に口側に進展することから、ペンタサ注腸は、病変部位に十分な薬剤を到達させる製

剤である。
なお、ペンタサ注腸の「効能・効果に関連する使用上の注意」には「脾湾曲部より口側の炎症には効果が期待できない」とある。
また、厚生労働省研究班（鈴木班）による治療指針でも左側大腸炎型・全大腸炎型の軽症・中等症の寛解導入療法で、内服に注腸

の併用は効果増強が期待できるとあり、重症例でも併用が認められている。寛解維持療法でも内服と注腸の併用は有用であるとされ
ている。（潰瘍性大腸炎・クローン病診断基準・治療指針：平成27年度改訂版（平成28年3月31日））
これらのことから、ペンタサ錠とペンタサ注腸は大腸内でも作用する部位が異なるため、潰瘍性大腸炎に対する併用投与は、原則

認められると判断した。

支払基金が公表している取扱いの全文

【投薬】

〇 取扱い

〇 取扱いを作成した根拠等

取扱いの趣旨

《平成29年9月25日》

潰瘍性大腸炎に対するペンタサ錠とペンタサ注腸の併用投与については、大腸内で作用する部位が
それぞれ異なることから、原則として認められる。

【認める事例】



2Change,Challenge,Chance

一般 12 潰瘍性大腸炎に対するペンタサ錠とペンタサ注腸の併用投与の取扱い（後発品含む）

【該当件数】 潰瘍性大腸炎の確定傷病名に対してペンタサ錠とペンタサ注腸（一般名：メサラジン）を併用投与しているレセプト件数

該当件数 1,998 294 118 450 158 201 287 560 693 429 1,514 1,692 3,886 1,779 423 231 224 118 174 302 511 692 2,162 369 307 787 2,386 920 671 221 105 218 648 639 271 246 261 224 118 1,295 125 231 156 189 168 64 126 29,641

適正な審査件数 1,998 294 118 450 158 201 287 560 693 429 1,514 1,692 3,886 1,779 423 231 224 118 174 302 511 692 2,162 369 307 787 2,386 920 671 221 105 218 648 639 271 246 261 224 118 1,295 125 231 156 189 168 64 126 29,641

１ 棒グラフ（該当レセプトの審査結果）
潰瘍性大腸炎の確定傷病名のレセプト1万件当たり、条件（潰瘍性大腸炎の確定傷病名に対してペンタサ錠とペンタサ注腸（一般名：メサラジン）を併

用投与）に該当するレセプト件数

グラフの見方

２ 折れ線グラフ
検証の結果、適正な審査をしている割合（全国 100.00％）

【認める事例】
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適正な審査 取扱いと異なる審査・職員契機 取扱いと異なる審査・審査委員

取扱いと異なる審査・返戻 適正な審査割合（右軸）
（件） （%）

2020年4月～2021年3月審査分
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一般 12 潰瘍性大腸炎に対するペンタサ錠とペンタサ注腸の併用投与の取扱い（後発品含む）

検証結果及び対応状況

検証観点 特に検証を要する支部 備考

①査定・返戻割合が高い支部 熊本、島根、和歌山、兵庫、北海道、大阪 査定・返戻割合の高い順

②査定・職員契機 熊本、北海道、兵庫 対象１万件当たり査定件数の多い順

③査定・審査委員 大阪 〃

④返戻 島根、和歌山、兵庫 対象１万件当たり返戻件数の多い順

【認める事例】

〇特に検証を要する支部の評価及び対応状況
①査定・返戻割合が高い支部
【適正な審査割合：100％】
■ 熊本、島根、和歌山、兵庫、北海道、大阪

②査定・職員契機が多い支部
【取扱いと異なる審査：なし（適正な審査）】
■ 熊本、北海道、兵庫

③査定・審査委員が多い支部
【取扱いと異なる審査：なし（適正な審査）】
■ 大阪

④返戻が多い支部
【取扱いと異なる審査：なし（適正な審査）】
■ 島根、和歌山、兵庫

■①から④を通して、適正な審査と判断した主な理由
査定又は返戻と判断したレセプトの多くは、メサラジン錠、注腸及び坐剤の3剤

併用により過剰と判断したもの又は1処方でペンタサ錠が長期間投与された理由が
一概に判断できない事例で、確認を必要とした適正な審査 ⇒対応なし
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一般 12 潰瘍性大腸炎に対するペンタサ錠とペンタサ注腸の併用投与の取扱い（後発品含む）

検証の結果、該当件数29,641件のうち、29,641件（100.00％）が適正な審査結果（検証前は99.98％）

該当件数に対する検証結果

⇒概評：査定・返戻（7件）を検証の結果、適正審査と確認されたレセプトは、潰瘍性大腸炎治療薬の3剤併用投与
により過剰と判断した事例又は1処方で長期間の投与について確認が必要な事例であった。

【認める事例】

該当件数

01 北海道 1,998 1,998 100.00% 1,997 1 1 0 0 0 0.00% 0 0 0

02 青森 294 294 100.00% 294 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

03 岩手 118 118 100.00% 118 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

04 宮城 450 450 100.00% 450 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

05 秋田 158 158 100.00% 158 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

06 山形 201 201 100.00% 201 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

07 福島 287 287 100.00% 287 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

08 茨城 560 560 100.00% 560 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

09 栃木 693 693 100.00% 693 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

10 群馬 429 429 100.00% 429 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

11 埼玉 1,514 1,514 100.00% 1,514 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

12 千葉 1,692 1,692 100.00% 1,692 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

13 東京 3,886 3,886 100.00% 3,886 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

14 神奈川 1,779 1,779 100.00% 1,779 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

15 新潟 423 423 100.00% 423 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

16 富山 231 231 100.00% 231 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

17 石川 224 224 100.00% 224 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

18 福井 118 118 100.00% 118 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

19 山梨 174 174 100.00% 174 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

20 長野 302 302 100.00% 302 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

21 岐阜 511 511 100.00% 511 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

22 静岡 692 692 100.00% 692 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

23 愛知 2,162 2,162 100.00% 2,162 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

24 三重 369 369 100.00% 369 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

計 取扱いの

認識誤り

の割合

取扱いの

認識誤り

合計

取扱いに基づく適正な審査

請求どおり

詳記等から適正

返戻 返戻
職員契機 審査委員

検証結果

支部
適正審査

の割合

適正

審査

合計 合計

査定

職員契機 審査委員

取扱いと異なる審査

査定

該当件数

25 滋賀 307 307 100.00% 307 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

26 京都 787 787 100.00% 787 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

27 大阪 2,386 2,386 100.00% 2,385 1 0 1 0 0 0.00% 0 0 0

28 兵庫 920 920 100.00% 918 2 1 0 1 0 0.00% 0 0 0

29 奈良 671 671 100.00% 671 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

30 和歌山 221 221 100.00% 220 1 0 0 1 0 0.00% 0 0 0

31 鳥取 105 105 100.00% 105 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

32 島根 218 218 100.00% 217 1 0 0 1 0 0.00% 0 0 0

33 岡山 648 648 100.00% 648 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

34 広島 639 639 100.00% 639 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

35 山口 271 271 100.00% 271 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

36 徳島 246 246 100.00% 246 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

37 香川 261 261 100.00% 261 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

38 愛媛 224 224 100.00% 224 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

39 高知 118 118 100.00% 118 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

40 福岡 1,295 1,295 100.00% 1,295 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

41 佐賀 125 125 100.00% 125 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

42 長崎 231 231 100.00% 231 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

43 熊本 156 156 100.00% 155 1 1 0 0 0 0.00% 0 0 0

44 大分 189 189 100.00% 189 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

45 宮崎 168 168 100.00% 168 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

46 鹿児島 64 64 100.00% 64 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

47 沖縄 126 126 100.00% 126 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

全国 29,641 29,641 100.00% 29,634 7 3 1 3 0 0.00% 0 0 0

支部

検証結果

計

適正

審査

合計

適正審査

の割合 返戻

取扱いに基づく適正な審査
取扱いと異なる審査

請求どおり

詳記等から適正

査定
取扱いの

認識誤り

の割合

査定

職員契機 審査委員 職員契機 審査委員
合計 返戻

取扱いの

認識誤り

合計
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【参考・検証前】一般 12 潰瘍性大腸炎に対するペンタサ錠とペンタサ注腸の併用投与の取扱い（後発品含む）
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請求どおり 査定・職員契機 査定・審査委員 返戻 査定・返戻割合（右軸）（件） （%）

【該当件数】 潰瘍性大腸炎の確定傷病名に対してペンタサ錠とペンタサ注腸（一般名：メサラジン）を併用投与しているレセプト件数

該当件数 1,998 294 118 450 158 201 287 560 693 429 1,514 1,692 3,886 1,779 423 231 224 118 174 302 511 692 2,162 369 307 787 2,386 920 671 221 105 218 648 639 271 246 261 224 118 1,295 125 231 156 189 168 64 126 29,641

査定・返戻件数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7

【認める事例】

2020年4月 ～ 2021年3月審査分


